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●各マニュアルの関係について 

 

分譲マンションストックは、国土交通省の推計によると、平成 21 年末時点で５６２万戸、約１,

４００万人が居住しています。このうち、築３０年を超えるストックが１００万戸近くあり、今

後、さらに増加していくものと見込まれます。 

国土交通省では、こうした建築後相当の年数を経たマンションの適切かつ円滑な改修・建替え

を推進するため、各種マニュアルを作成・公表しています。各マニュアルに記載されている主な

内容は、下図のとおりです。それぞれ関連法制度や事業の進め方等を解説していますので、改修

や建替えを検討するに当たっては、目的に応じて、本マニュアルだけでなく、他のマニュアルも

合わせてご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル 

●マンションの老朽度判定の基準、費用対改善効果に基づく建替えか修繕・改修かの判断

の考え方や進め方などを解説 

●新築マンションの性能・仕様の事例や修繕・改修工法等の技術情報の提供等 

マンション建替えに向けた 

合意形成に関するマニュアル 

マンション建替えの各段階において、関

係権利者の合意形成を円滑に進めるた

めの手順・留意点等について解説 

マンション建替え実務マニュアル 

マンション建替えに係る法律上の手続

きや実施計画の策定等の実務について

詳細に解説 

改修によるマンションの 

再生手法に関するマニュアル 

計画修繕から増築等の大規模改修まで、

幅広く改修工事の手法や留意点などに

ついて解説 

マンション耐震化マニュアル 

マンションの耐震診断、耐震改修実施な

ど、管理組合等が行う実務的な手続き、

留意点などについて解説 

建替えの場合 改修の場合

＜建替え関連マニュアル＞ ＜改修関連マニュアル＞ 

団地型マンション再生マニュアル 

団地型マンションで建替え又は改修による再生を検討する際の合意形成の手順や実施計

画における実務等、及び、団地生活の活性化に関する内容、その他留意点について解説 

マンション標準管理規約 

マンションにおける快適な生活を継続的に送るための、維持・管理等に係る生活の基本的

なルールを定めた適正な管理規約の標準モデル 

＜その他＞ 

本マニュアル 

＜団地型マンションの再生マニュアル＞
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＜法令等略記＞ 

 
本文において、「建物の区分所有等に関する法律」の条文の引用にあたっては、区法○条○項と

記し、図表中にあっては区法○-○と記す。 

同様に、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」の条文の引用にあたっては、円法○条

○項と記し、図表中にあっては円法○-○と記す。また、「マンションの建替えの円滑化等に関す

る法律」の政令、省令については、円政、円省と記す。 

さらに、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令」の条文

の引用にあたっては、円登○条○項と記し、「借地借家法」の条文の引用にあたっては、借法○条

○項と記す。 
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文献１：法務省民事局参事官 吉田 徹 編著 

「一問一答 改正マンション法」商事法務 

 

文献２：法務省民事局参事官室 編 

「新しいマンション法」商事法務研究会 

 

文献３：稲本洋之助 鎌野邦樹 著 
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序章 本マニュアルの目的と位置づけ 
 
１．本マニュアルの目的 
 

建築から相当年数を経過したマンションにおいては、躯体や設備の老朽化が

進む一方で、専有面積の不足、エレベーターの未設置、耐震性や防犯面での不

安などの問題も抱えている。今後、都市部を中心にこういった老朽化マンショ

ンが急増していくことが見込まれ、その再生が重要な課題となっている。 

その一方、マンションでは、1つの建物を多くの人が区分して所有しており、

それらの多様な価値観やライフスタイルをもった区分所有者の合意形成の難

しさ、権利関係・利用関係の複雑さなど、建替えや改修を行う上で多くの課題

がある。 

こういった状況に対して、平成 14 年 6 月に｢マンションの建替えの円滑化等

に関する法律（以下、｢円滑化法｣という）｣が制定され、同年 12 月には「建物

の区分所有等に関する法律（以下、｢区分所有法｣という）」等が改正された。

これらの法制度が十分に活用され、マンション再生が円滑に行われるようにな

るためには、主体となる管理組合やそれを支援する専門家や地方公共団体等が、

関連制度の内容や合意形成方策等を十分に理解し取り組む必要があることか

ら、国土交通省ではこれまでに本マニュアルを含め以下の①～⑤のマニュアル

を公表し、マンション再生に関する情報やノウハウの提供を図ってきた。 

①マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル 

マンションの老朽化等に伴う改善要求に対して、建替えを実施すべきか、

修繕・改修で対応すべきかの判断を行うための方法や手段を示した。 

②マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル 

建替え決議までを中心として、区分所有者間の合意形成の進め方や組織

体制の整備・運用について示した。 

 ③改修によるマンション再生手法に関するマニュアル 

改修によりマンションの再生を図る場合の事業の進め方や課題への対応

方法を示した。 

④マンション建替え実務マニュアル（本マニュアル） 

マンション建替えに係る法律上の手続きや実施計画の策定等の実務につ

いて、マンション建替え実務者の視点から見た留意点及びその対応方法な

どについて示した。 

⑤マンション耐震化マニュアル 

マンションの耐震診断、耐震改修実施など、管理組合及び区分所有者が

行うマンションの耐震化に関する実務的な手続き、留意点などについて示

した。 
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今後建替えが必要となる多くのマンションにおいては、これまでの建替え事

例にあるように余剰容積を活用して大量の保留床を生み出し、これをデベロッ

パーなどに処分して事業資金を調達するという事業手法をとることが難しく

なることが予想される。その場合には、デベロッパーなどに頼らず各区分所有

者が自ら応分の費用を負担し、事業の推進主体となって建替計画を作成し、事

業を進めることが必要になる。 

そのような事業環境においては、負担なしでの建替えなど有利な経済条件を

動機付けに区分所有者間の合意形成を図ることはできず、各区分所有者がマン

ションの現状と将来についての問題意識を共有し、建替えの必要性を強く実感

しない限り、多数の区分所有者の間に建替えについての合意をつくりだすこと

は困難である。そして、事業に関わる実務者には、早い段階から事業上の課題

を的確に抽出し、対策を検討して、事業計画の策定や組織づくりに反映させて

いくことがこれまで以上に望まれる。 

このため本マニュアルでは実務者に必要とされる知識やノウハウについて

取りまとめ、これを公表して共有することにより、マンションの建替えの円滑

化を図るものである。 

 

２．本マニュアルの位置づけ 

 

本マニュアルにおいては、実現可能な建替え計画を策定するために検討すべ

き課題や事業推進上発生し得る問題点を網羅的に取り出し、建替えの実務に携

わる専門家や公共団体等の担当者の視点から再整理するとともに、現状で考え

得る対応方法について可能な限り示した。 

本マニュアル全体の大きな構成の柱は以下のとおりである。 

 

① 主として建替え推進決議を経て、建替え決議に至るまでの計画の策定と

実現化のために取り組むべき検討課題を網羅的に整理し、計画立案上の注

意点などを示すこと。 

 

② 区分所有法の建替え決議から、円滑化法に基づく建替組合の設立、権利

変換計画の認可など、建替えの各段階での法手続きに関する必要書式や参

考書式、各種の支援制度の活用方法などを示すこと。 

 

本マニュアルでは区分所有法に基づく建替え決議を行い、円滑化法に基づく

マンション建替事業を行うケースを中心に解説している。今後、実務担当者が、

本マニュアルを手引きとして活用し、地方公共団体等とも協議、相談の上、対

応することを期待するところである。 

 


